東京医科大学利益相反定期自己申告書の記載方法について

利益相反定期自己申告は全教職員及び本学から一定の身分を付与されている方全てが対象となります。本記載方法をご覧の上、自己申告書を記載し、平成20年度における利益相反状態を申告してください。利益相反にあたる関係が無い場合もその旨の申告が必要となります。

【様式4-1】

※1　職員番号：職員証をお持ちの方は、職員証に記載されている職員番号を記載ください。
それ以外の方については空欄のままとしてください。
※2　所　　　　属：あなたが勤務されている施設名と所属を記載下さい。

※3　職　　　　名：教職員の方は職名を記載下さい。

※4　氏　　　　名：必ず記載ください。

※5　署名欄：提出日と氏名を記載ください。

※6　利益相反関係：問1～3までの事項の有無について該当するものを塗りつぶして下さい。利益相反に該当すると思われる事項がある場合、該当する企業・団体数についても記載ください。
【利益相反関係の全てに該当が「無」の場合】

・提出していただく書類は様式4-1のみとなります。記載していただいた用紙をお送りした封筒に入れ、必ず封をした上で各施設の総務課にご提出ください。
【利益相反関係の項目の一つでも該当が「有」の場合】

・問1・問2に該当がある方は様式4-2を、問3に該当のある方は様式4-3をご提出ください。

なお、記載にあたっては下記をご覧ください。
【様式4-2・様式4-3】











※7　企業・団体名：該当する企業名について正式な名称を記載ください（略称等は不可）。

※8　個人的経済的利害関係
○Ⅰ－Ａ：個人的経済的利害関係について以下より選び、該当する番号を記入して下さい。










①未公開株の保有：1株以上（ただし、株式公開後1年以内も含む）

②公開株の保有(発行済み株の5%以上の保有)

③新株予約権を保有(未行使)

④融資、保証の提供(銀行などの金融機関以外のもの)
⑤年間200万円以上の収入(兼業など、自らの所得として年間に計上される収入、謝金の総額を対象)または役員兼業。ただし、国、地方自治体、独立行政法人、学校及び病院等公益法人での兼業は含みません。
⑥知的財産権(特許、著作権等の移転)による年間200万円以上のロイヤリティ収入

⑦無償の機材借用(契約無)
⑧無償の役務提供(契約無)

○Ⅰ－Ｂ：その取得、融資・保証、役務提供を受けた時期及び収入を得た時期を記入して下さい。
　　なお、兼業についてはその従事期間を記載してください
○Ⅰ－Ｃ：その金額及び内訳を以下を参考にⅠ-Ｃに記入して下さい。（①③⑤の場合に記載）　







①や③を選択した記入例：100万円（20株×＠5万円）

⑤を選択した場合は、その内訳を記し、さらにその内容を以下より選び記入して下さい。
〔　（ア）兼業　・　（イ）その他　　／　記入例：100万円（ア）〕










※9　産学連携活動等

○Ⅱ－Ａ：産学連携活動等について以下より選び、該当する番号を表Ⅱ-Ａに記入して下さい。

①共同研究
②受託研究
③コンソーシアム
④依頼試験・分析の実施

⑤奨学寄附金（研究助成金）の受入れ
⑥客員研究員の受入れ





⑦ポストドクトラルフェローの受入れ
⑧物品購入

⑪技術移転（特許、著作権等の移転）









①～⑤までについては、それぞれの年間受入額が400万円以上のものについて申告して下さい

⑧については、年間受入額が600万円以上のものについて申告して下さい。
○Ⅱ－Ｂ：Ⅱ-Ａで回答の活動等の実施または契約の期間・時期をⅡ-Ｂに記入して下さい。
○Ⅱ－Ｃ：その金額をⅡ-Ｃに記入して下さい。（分かる範囲内または対象期間を記入）

※10　法人の特徴
○Ⅲ－Ａ：法人の形態について以下より選び、番号を表Ⅲ-Ａに記入して下さい。
①株式会社　　　　　　　　　　　　　　②有限会社

③公益法人　　　　　　　　　　　　　　④特定非営利活動法人

⑤任意団体　　　　　　　　　　　　　　⑥その他（具体的に記入）

○Ⅲ－Ｂ：法人との関わりについて以下より選び、番号を表Ⅲ-Ｂに記入して下さい。
①自ら創業　　　　　　　　　　　　　　②親族が創業
③同僚・知人・学生等が創業　　　　　　④社長・会長に就任





⑤役付取締役に就任（代表権有）　　　　⑥役付取締役に就任（代表権無）


⑦その他の取締役に就任　　　　　　　　⑧監査役に就任

⑨理事長に就任　　　　　　　　　　　　⑩理事に就任

⑪その他の法人の役員に就任　　　　　　⑫親族が役員

⑬同僚・知人・学生等が役員　　　　　　⑭その他（技術顧問等、具体的に記入）

